
建設工事 

　 

　

５千万円以上１．５億円未満の土木工事については、Ａランク（Ａ１グ

ループ含む）による土木事務所管内一括発注を県内一括発注とす

る。

予定価格７億円以上の工事について、入札ボンド制度を適用する。

（ＷＴＯ対象工事→７億円以上の工事）

土木工事において、Ｂランク及びＣランクの一部に総合評価落札方

式を試行する。

Ｈ２２・２３年度　発注基準変更の概要

１　地域要件の緩和

３　総合評価落札方式の試行導入

２　入札ボンド制度の適用範囲の拡大


